
 

 

 

 

 

令和 5 年 3 月

東松山市立市民病院

東松山市立市民病院経営強化プラン 
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手術室（R5.4新設）

病院事業
管理者

病院長 副院長 医監 院長補佐 診療部長

脳卒中科（R5.4名称変更）

副部長 内科

神経内科

消化器内科

呼吸器内科

外科

泌尿器科

整形外科

脳神経外科

眼科

耳鼻咽喉科

麻酔科

皮膚科

小児科

診療支援部長 副部長

在宅医療支援室

薬剤科

臨床検査科

リハビリテーション科

栄養科

放射線科

健診センター

事務部長 次長 病院総務課

医事課

看護部長 副部長 病棟看護科（5A）

病棟看護科（4A）

病棟看護科（3A）

外来看護科

医療機器管理室（R5.4新設）

患者総合支援
センター長

副センター長 地域医療連携室（入・退院支援担当）

医療相談室
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小項目
【実施予定年度】
ア.救急診療体制
の拡充
【R5～R9】

① 県内でも救急応需率が低水準にあり、かつ、重症者の現場滞
在時間も⾧時間傾向にある比企広域消防管内において、今後、
市民病院が積極的な役割を果たすため、救急医療に係る人員や
設備などの体制強化を図ります。

② 地域に不足する急性期脳梗塞治療（tPA静注療法・血栓回
収療法等）の時間外救急対応を実施します。

③ 比企地区二次救急輪番日の増加に向けて検討を行います。

イ.高度・専門的
な診療体制の構
築
【R5～R9】

① 比企地域に不足する急性期脳血管障害や神経難病等の医
療提供体制を整備するため、神経内科・脳神経外科・放射線科
等の体制強化を図ると同時に、脳血管撮影装置・手術用顕微鏡
をはじめとする医療機器の更新を計画的に行います。

② 手狭になっている手術室の改修について具体的な検討を進めま
す。

③ 重症患者に対してより高度で安全な管理を行うため、ICU（集
中治療室）の充実を図ります。

④ 手術用ロボットの導入を検討します。

(2)地域包括ケア
システムの構築に
向けて果たすべき
役割・機能

ア.地域包括ケア
システムへの参画
（医療と介護の
連携推進）
【R5～R9】

① 急性期病院として、今後増加が見込まれる高齢者の入院加療
や急性増悪に対応できる体制を強化します。

② 入院患者の在宅復帰を推進し、退院後も安心して医療提供
を受けられるよう、在宅医療支援室の充実を図ります。

③ 地域医療連携室の体制を強化し、地域の高齢者施設や回復
期・慢性期病院等との顔の見える関係づくりを進め、医療と介護の
連携を推進します。

経営強化プラン項目
実施内容

大項目 中項目

Ⅰ．役割・機能
の最適化と連携
の強化

(1)地域医療構
想等を踏まえた市
民病院の果たす
べき役割・機能
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小項目
【実施予定年度】

経営強化プラン項目
実施内容

大項目 中項目

(3)機能分化及
び連携強化

ア.機能の明確化
と病病・病診連携
の推進
【R5～R9】

① 市民病院の今後の方向性を「急性期機能病院」と明確に位置
付け、回復期機能病院をはじめとする近隣医療機関等との病病
連携・病診連携を推進します。

② 新たに急性期一般病床36床の整備を進めます。（第７次地
域保健医療計画に基づく病院整備計画）

③ 地域包括ケア病床の縮小を実施します。

④ 東松山医師会病院をはじめとする地域の医療機関と協議を行
い、役割分担を明確にして機能分化・連携強化を推進します。

⑤ 自院の守備範囲を明確化し、対応できない疾患については他
の二次医療機関・三次医療機関との連携を推進します。

ア.医療機能に係
るもの
【R5～R9】

9.各種経営指標に記載

イ.医療の質に係
るもの
【R5～R9】

9.各種経営指標に記載

ウ.連携の強化等
に係るもの
【R5～R9】

9.各種経営指標に記載

エ.その他
【R5～R9】

9.各種経営指標に記載

(5) 一般会計負
担金の考え方

ア.一般会計繰入
金の上限設定
【R5～R9】

① 地方公営企業法に基づく一般会計負担金等の繰り入れについ
ては、総務省が定める繰出基準の範囲内とします。

(6) 住民の理解
のための取組

ア.住民や関係者
に対する説明の
場の設定
【R5～R9】

① 市議会や外部評価委員会等の場で、市民病院の連携・機能
分化の取組について丁寧な説明を行っていきます。

(4)医療機能や
医療の質、連携
の強化等に係る
数値目標
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小項目
【実施予定年度】

経営強化プラン項目
実施内容

大項目 中項目

ア.常勤医師の確
保
【R5～R9】

① 医療水準の維持・向上を図るため、関連大学病院への医師派
遣依頼を継続し、内科・外科・脳神経外科・麻酔科を中心とした
常勤医師の確保を進めます。

② 関連大学病院との連携を強化し、研修医・専攻医の招聘を行
います。

③ 「埼玉・群馬の健康と医療を支える未来医療人の育成事業」に
参画し、研修医の受入体制を整えます。

④ 医療機器の購入や院内のＩＣＴ化、医局スペースの拡張など
を進め、医師が定着しやすい職場環境の整備を行います。

⑤ 医師の学会参加や資格継続への財政支援等を行います。

⑥ 手術用ロボットの導入を検討します。

イ.看護師の確保
と負担軽減への
対応
【R5～R9】

① 看護の質の維持・向上を図るため、慢性的に不足する看護師
の増員と、他職種へのタスクシフトなど業務の負担軽減に取り組み
ます。

② 教育制度の充実と、専門分野に係るキャリアアップを図るための
財政支援等を行います。

③ 看護師確保のための奨学金制度を継続します。

④ 勤務形態の多様化や休暇取得の促進等を図り、働きやすい職
場環境づくりを目指します。

⑤ 院内保育施設の設置を検討します。

ウ.コメディカル
（医療技師）の
確保とタスクシフト
の推進
【R5～R9】

① 病棟薬剤師の配置を進め、病棟における適切な薬剤管理と看
護師の負担軽減を図ります。

② リハビリスタッフ（PT,OT,ST）の確保を進め、脳血管疾患等の
リハビリテーションの充実を図ります。

(2)医師の働き方
改革への取組

ア.医師の働き方
改革への対応
【R5～R9】

① 令和6年度から本格的に開始される医師の働き方改革（時間
外労働の上限規制）に対応するため、勤務時間を適切に把握で
きる仕組み（勤怠管理システム）を導入します。

② 当直・外来を支援する非常勤医師の採用を行います。

③ 医師事務作業補助者の配置をはじめ、他職種へのタスクシフト
を推進します。

④ 認定看護師や特定行為研修を修了した看護師を活用します。

Ⅱ．医師・看護
師等の確保と働
き方改革

(1)医師・看護師
等の確保に関す
る取組
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小項目
【実施予定年度】

経営強化プラン項目
実施内容

大項目 中項目

Ⅲ．経営形態の
見直し

(1)経営形態の
見直しに関する取
組

ア.経営形態の見
直しの検討
【R5～R9】

① より効率的な病院運営を実現するため、地域医療連携推進法
人・独立行政法人等の他の経営形態についても引き続き検討しま
す。

Ⅳ．新興感染症
の感染拡大時等
に備えた平時から
の取組

(1)新興感染症
の感染拡大時等
に備えた平時から
の取組

ア.感染症対策の
強化
【R5～R9】

① 新型コロナウイルス感染症に対する入院・外来診療・検査等の
体制を引き続き確保します。

② 比企地区唯一の感染症指定医療機関として老朽化した感染
症病床を早急に再整備し、既存の4床から6床に増床することで受
け入れ体制の強化を図ります。

③ 一般病床を増床し、パンデミック時にも感染症対応と救急を含
めた一般診療が同時に対応できる体制を確保します。

④ 必要な人員の確保と感染管理に精通したスタッフの育成を図る
ことで、新興感染症の拡大にも対応できる体制づくりを目指します。

(1) 施設・設備の
適正管理と整備
費の抑制に関す
る取組

ア.施設・設備の
安全管理と計画
的な整備の推進
【R5～R9】

① 急性期機能の体制強化に伴い、一般急性期病床（36床）
の増床に取り組みます。

② 安心安全な医療を提供するため、老朽化した施設及び手狭に
なっている手術室の改修と、高度医療機器（脳血管撮影装置・
MRI等）の計画的な更新を行います。

③ 臨床工学技士等の採用により、輸液ポンプ・人工呼吸器等の
医療機器の適切な管理体制を構築します。

④ 医療機器のより効率的な運用を目指すため、近隣病院との高
度医療機器の共同利用を推進します。

⑤ 慢性的に不足している外来用駐車場の拡張に取り組みます。

ア.院内のICT対
応
【R5～R9】

① 電子カルテシステムをはじめとする医療情報システムの計画的な
更新を行います。

② マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システム等
（保険証・電子処方箋対応）の導入を行います。

③ オンライン（遠隔）診療や院内各種業務のＩＣＴ化について
検討を行います。

④ 近隣医療機関との医療情報の連携について検討します。

イ.セキュリティ対
策の強化
【R5】

① ランサムウェア等の不正アクセス対策として、医療情報システムの
オフラインバックアップとバックアップデータの世代管理化を実施しま
す。

Ⅴ．施設・設備
の最適化

(2)デジタル化
（DX化）への取
組
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小項目
【実施予定年度】

経営強化プラン項目
実施内容

大項目 中項目

ア.病床稼働率の
向上
【R5～R9】

① 診療体制の拡充に合わせて、より効率的なベッドコントロールを
実施し、ベッド回転率の向上と平均在院日数の適正化を目指しま
す。

② メディカルソーシャルワーカーや入退院支援ナースの確保を進め、
入退院支援の体制強化を図ります。

イ.外来診療体制
の見直し
【R5～R9】

① 外来診療体制の充実を図り、受診者の満足度向上と新規患
者数の増加を目指します。

② 土曜日の診療体制の見直しを検討します。

ウ.手術室の効率
的運用
【R5～R9】

① 麻酔科医や看護師の採用及び配置の見直しを通じて、手術が
集中する曜日・時間帯を分散させ、手術室の効率的な運用と医
療安全の向上を図ります。

② 常勤麻酔科医師の確保を図り、安定的な手術実施体制の継
続に努めます。

エ.健診・人間ドッ
クの充実
【R5～R9】

① 平日午後の健診・自費検査の実施を検討します。

② ＰＲ活動の強化や受診者の満足度向上を図ることで、新規受
診者の増加を目指します。

オ.診療単価向上
のための対策
【R5～R9】

① 引き続きプロパー職員を中心とした医事業務の体制確保を進め
ます。

② 院内の保険委員会や医事会計業務委託業者、経営分析シス
テムを活用しながら、診療報酬における請求精度の向上を図りま
す。

カ.DPC病院への
移行を継続して
検討
【R5～R9】

① 包括と出来高制のデータ比較を行いながら、現在の準備病院
からＤＰＣ病院への移行を継続して検討します。

キ.経営分析ツー
ルやコンサルタント
の活用
【R5～R9】

① 経営分析やベンチマークのシステムを引き続き活用します。

② 診療報酬請求の精度チェックや診療科別の原価計算の導入な
ど、民間コンサルタントのノウハウを活用しながら収支の改善を進めま
す。

ク.未収金対策
【R5～R9】

① 未収金を発生状況別に整理した上で、入院保証金や預かり金
制度などの未然防止策の導入についても検討し、効果的な回収の
ルーティンを構築します。

Ⅵ．経営の効率
化等※

(1)収益の確保に
係る取組
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小項目
【実施予定年度】

経営強化プラン項目
実施内容

大項目 中項目

ケ.ICTの活用
【R5～R9】

① 新興感染症の拡大を契機として、対面だけでなくオンラインを活
用した受診体制等の構築を検討します。

② 電子カルテシステム等のデータを二次利用し、収益向上対策に
活用します。

コ.職員の生産性
向上
【R5～R9】

① コメディカル部門を中心に生産性の向上を図ります。放射線科
については、平日午後の検査拡大及び土曜日におけるMRI検査の
実施を検討します。また、近隣医療機関からの撮影検査の受託を
継続して実施します。

ア.職員給与費の
抑制
【R5～R9】

① 非常勤医師を含む給与費の適正化を実施し、職員給与費全
体の増嵩を抑制します。

イ.材料費の削減
【R5～R9】

① 神経内科や整形外科などの材料費（薬品含む）が増加する
中で、引き続き、ベンチマークシステム等を活用して材料費の増嵩
を抑制します。

② 物流管理の委託内容見直しや一括購入化などを通じて診療
材料の購入費用の低減化を図ります。

ウ.経費の削減
【R5～R9】

① 複数年契約を行う委託業務契約の仕様の見直しや、医療機
器の年間保守契約の方法を再検討することで費用の低減化を図
ります。

ア.事務職員のプ
ロパー化
【R5～R9】

① 事務部門の幹部職のほか、診療報酬の算定業務、医療機
器・材料等の調達など、専門性の高い業務を中心に職員のプロ
パー化を推進します。

イ.患者満足度の
向上
【R5～R9】

① サービス向上委員会を中心として投書箱の意見や要望に迅速
に対応するとともに、入院・外来患者を対象としたアンケート調査を
定期的に実施します。

② 病院施設の改修などを通じて、患者アメニティの向上を図りま
す。

③ 接遇研修などの実施により、患者対応の質の向上を図ります。

④ 受診フローの見直しやICTの活用により、待ち時間の短縮を図り
ます。

ウ.広報活動の推
進
【R5～R9】

① 広報誌等の定期刊行物のほか、様々な媒体を利用してPR活
動を推進することで、市民病院の認知度を高めます。

② 病院ホームページのリニューアルを実施します。

エ.地域住民との
交流、疾病予防
啓発活動
【R5～R9】

① 地域住民の健康増進及び市民病院のＰＲ活動を目的とし
て、医師・看護師等の医療職による市民講座の開催など積極的な
アウトリーチ活動を展開します。

(2)費用削減に
係る取組

(3)その他の取組
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